
市民の権利
と責務

行政（市長）・
議会の役割
と責務

市民参画と
協働

広報部会
ＰＩ部会
・ＰＩ開催

1 火
市役所旧3Ｆ大
＝旧館3階大会議室

2 水
市役所旧3Ｆ小
＝旧館3階小会議室

3 木 市役所2階（一）
＝新館2階会議室（一）

4 金 市役所2階（二）
＝新館2階会議室（二）

5 土
②10：00～市
役所旧3Ｆ小

④13：00～市役
所旧3Ｆ小

市役所1Ｆ会
＝1階会議室

6 日
市役所7階（一）
＝7階会議室（一）

7 月

8 火
④16：30～市
役所7階（一）

幹事会開催により2/7
から変更

9 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月
④14：00～市
役所1Ｆ会

15 火
②16：00～市
役所1Ｆ会

16 水

17 木
⑤19：00～市役
所2階（二）

18 金

19 土
チラシ配布
（市民会館）

生涯学習推進大会・
市民三学大学

20 日
9：30～ＰＩ
15：00～ＰＩ

今井東(川上委員)
蔵台5丁目

21 月
⑤15：30～市
役所2階（二）

22 火

23 水

24 木

25 金
⑥14：30～平
岡公民館

26 土
10：00～ＰＩ
18：00～ＰＩ

花房平(小野委員)
小路第２（柳井委員）

27 日

28 月

２月

袖ケ浦市自治基本条例策定市民会議開催予定表

部　　　　会

市民会議 備　考


